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平成３０年第４回

柳泉園組合議会定例会会議録

平成３０年１２月３日 開会

議事日程

１．会期の決定

２．会議録署名議員の指名

３．諸般の報告

４．行政報告

５．議案第８号 平成３０年度柳泉園組合一般会計補正予算（第１号）

６．議案第９号 平成２９年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定

７．報告第２号 継続費精算報告書について

追加１．廃棄物等処理問題特別委員会付託の件

陳情第６号 クリーンポート長期包括運営管理事業について、大規模改修の必要性、

調査確認をどのように行ったのか、工事内容に基づく工事代金の予算立

てを明らかにすることを求める陳情

（廃棄物等処理問題特別委員会 開催）

追加２．廃棄物等処理問題特別委員会報告

１ 出席議員

１番 小 山 實 ２番 佐 藤 一 郎

３番 村 山 順次郎 ４番 後 藤 ゆう子

５番 田 中 のりあき ６番 たきしま 喜 重

７番 深 沢 まさ子 ８番 小 西 み か

９番 友 野 ひろ子
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管 理 者 並 木 克 巳

副 管 理 者 渋 谷 金太郎

副 管 理 者 丸 山 浩 一
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助 役 鹿 島 宗 男

会計管理者 渋 谷 千 春

監査委員 安 藤 純 一

東久留米市環境安全部長 下 川 尚 孝

西東京市みどり環境部長 萱 野 洋

３ 事務局・書記の出席

総務課長 横 山 雄 一

施設管理課長 山 田 邦 彦

技術課長 佐 藤 元 昭

資源推進課長 濱 野 和 也

書記 濵 田 伸 陽

書記 本 間 尚 介

書記 川 原 龍太郎

書記 田 中 佐 知

午前１０時００分 開会

○議長（田中のりあき） おはようございます。本日は、平成３０年第４回柳泉園組合議

会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出

席をいただき、まことにありがとうございます。

定足数に達しておりますので、ただいまより平成３０年第４回柳泉園組合議会定例会を

開会いたします。

地方自治法第１２１条の規定により、管理者を初め関係者の出席を求めております。

○議長（田中のりあき） 「日程第１、会期の決定」を議題といたします。

このことにつきましては、１１月１４日及び本日、代表者会議が開催されておりますの

で、東久留米市の代表委員でございます佐藤一郎議員に報告を求めます。

○２番（佐藤一郎） 去る１１月１４日及び本日、代表者会議が開催され、平成３０年第

４回柳泉園組合議会定例会について協議しておりますので、御報告申し上げます。

平成３０年第４回柳泉園組合議会定例会の会期につきましては、１２月３日、本日１日
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限りといたします。

また、本日の日程としましては、お手元に既に御配付のとおりであります。

まず、「日程第３、諸般の報告」は、書面配付をもって報告といたします。

次に、「日程第４、行政報告」を行い、報告の終了後に質疑をお受けいたします。

次に、議案審議に入り、「日程第５、議案第８号、平成３０年度柳泉園組合一般会計補

正予算（第１号）」を上程し、採決をいたします。

次に、「日程第６、議案第９号、平成２９年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定」

を上程し、採決をいたします。

次に、「日程第７、報告第２号、継続費精算報告書について」の報告を求め、質疑をお

受けいたします。

なお、陳情を１件受理いたしましたので、廃棄物等処理問題特別委員会に付託するため、

追加日程を上程いたします。

「追加日程第１、廃棄物等処理問題特別委員会付託の件」を上程し、陳情第６号を付託

いたします。

その後、定例会を暫時休憩し、その休憩中に廃棄物等処理問題特別委員会を開催し、陳

情を審査いたします。

陳情審査終了後、本会議を再開して、「追加日程第２、廃棄物等処理問題特別委員会報

告」を委員長より報告していただき、その後、討論、採決を行います。

以上で本日予定された日程が全て終了となり、第４回定例会を閉会いたします。

以上が代表者会議の決定事項でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（田中のりあき） 報告は終わりました。

これより代表委員報告に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。今定例会の会期は、代表委員御報告のとおり本日１日限りとし、日

程表のとおりといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日とし、日程表

のとおりとすることと決しました。
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○議長（田中のりあき） 「日程第２、会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第９２条の規定により、議長において次の２名を指名いた

します。

第２番、佐藤一郎議員、第３番、村山順次郎議員のお二方にお願いをいたしたいと思い

ます。

○議長（田中のりあき） 「日程第３、諸般の報告」を行います。

諸般の報告に関しましては、お手元に御配付いたしております書類に記載のとおりでご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○議長（田中のりあき） ここで、管理者より発言を求められておりますので、これを許

可いたします。

○管理者（並木克巳） ただいま議長のお許しをいただきましたので、本日、平成３０年

柳泉園組合議会第４回定例会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

各市ともそれぞれお忙しい中、議員の皆様におかれましては本日の定例会に御出席いた

だきまして、厚く御礼申し上げます。

本日の定例会におきましては、行政報告の中で、８月から１０月までの主な事務事業に

ついて御報告申し上げさせていただきます。

また、御案内のとおり、平成３０年度補正予算及び平成２９年度決算の認定について、

２件の議案並びに１件の報告を御提案させていただいております。御審議を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

以上、簡単ではございますが、第４回定例会の開会に当たりまして、御挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（田中のりあき） 続きまして、「日程第４、行政報告」を行います。

○助役（鹿島宗男） それでは、行政報告をさせていただきます。

今回の行政報告につきましては、平成３０年８月から１０月までの３カ月間の柳泉園組

合における事業運営等についての御報告でございます。

初めに、１ページの総務関係でございます。

１、庶務について、（１）事務の状況でございますが、８月１０日に関係市で構成する
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事務連絡協議会、１３日に管理者会議を開催し、平成３０年第３回柳泉園組合議会定例会

の議事日程（案）等について協議をいたしました。

（２）訴訟の状況でございます。柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業契約にお

ける住民訴訟事件の第８回口頭弁論が９月２１日に行われました。

今回の口頭弁論では、裁判長より、原告が提出した準備書面について説明がなされまし

た。また、原告は、柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業の仮契約書について、違

法、無効の事由があると追加主張を述べました。このことにより、原告が主張する契約の

違法、無効事由としては７点が挙げられ、第９回口頭弁論においてその契約の違法、無効

事由に対して、被告が反論することとなりました。

そして、第９回口頭弁論が１１月２１日に行われ、裁判長より、原告が主張する契約の

違法、無効事由に対し、被告が提出した反論による準備書面について説明がなされました。

なお、次回口頭弁論は、平成３１年１月２５日に行われます。

続きまして、２、見学者についてでございますが、今期は２１件、１，０８０人の見学者

がございました。このうち、小学校の社会科見学が１４件、１，００８名でございます。

次に、２ページ、３、ホームページについてでございますが、表２に記載のとおりでご

ざいますので、御参照いただきたいと思います。

次に、４、ごみ処理手数料の収入状況でございますが、表３に記載のとおりでございま

すので、御参照いただきたいと思います。

次に、５、監査についてでございますが、両監査委員において、１０月１日、２日及び

９日に平成２９年度決算審査が行われました。

次に、６、契約の状況につきましては、今期は３件の工事請負契約を行っております。

詳細につきましては、行政報告資料に記載してございます。

続きまして、３ページのごみ処理施設関係でございます。

初めに、１、ごみ及び資源物の搬入状況でございます。

今期の構成市のごみの総搬入量は表４－１に記載のとおり１万７，６７７トンで、これは

昨年同期と比較しまして５３３トン、２．９％の減少となっております。

内訳といたしましては、可燃ごみは４ページの表４－２のとおり１万５，７６７トンで、

昨年同期と比較いたしまして３５０トン、２．２％の減少、不燃ごみは表４－３のとおり

１，７５３トンで、昨年同期と比較いたしまして１８８トン、９．７％の減少、粗大ごみは５

ページの表４－４のとおり１５７トンで、昨年同期と比較しまして５トン、３．３％の増加
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となっております。

なお、構成市別、月別の各ごみ搬入量の内訳といたしましては、３ページの表４－１か

ら５ページの表４－４までに記載のとおりでございます。

次に、表４－５でございますが、１人１日当たりのごみの原単位を表示してございます。

続きまして、６ページ、表５－１及び表５－２は、有害ごみの搬入状況を表にまとめた

ものでございます。御参照いただきたいと思います。

続きまして、７ページ、表５－３につきましては、動物死体の搬入量でございます。

続きまして、８ページ、表６は、缶類等の資源物の搬入状況をまとめたものでございま

す。今期の総搬入量は１，３３０トンで、昨年同期と比較いたしまして２０トン、１．５％の

減少となっております。

続きまして、９ページ、２、施設の稼動状況でございます。

まず、柳泉園クリーンポートの状況でございますが、８月に１号炉及び３号炉の排ガス

中のばい煙測定並びに下水道放流水測定を実施しております。９月に１号炉及び２号炉の

排ガス中のばい煙測定並びに下水道放流水測定の実施、周辺自治会等の皆様の立ち会いの

もと、排ガス中のダイオキシン類の測定を実施しております。

１０月には１号炉のボイラ設備及び焼却炉本体設備、各炉共通設備であるクレーン、発

電設備及び純水設備等並びに汚水処理設備等の定期点検整備補修を実施しております。ま

た、２号炉及び３号炉の排ガス中のばい煙測定並びに下水道放流水測定を実施しておりま

す。

放射能関係の測定につきましては、焼却灰等の放射性物質濃度測定及び排ガス中の放射

性物質濃度測定を毎月１回、敷地境界の空間放射線量測定を毎週１回行っております。こ

れらの結果につきましては、１２ページの表１２－１から１３ページの表１２－３までに

記載してございます。

続きまして、１０ページの表７、柳泉園クリーンポート処理状況でございますが、ク

リーンポートで焼却しております可燃物等の焼却量は１万７，３３０トンで、昨年同期と比

較いたしますと４９２トン、２．８％の減少となっております。

表８から１１ページの表１１までは、ばい煙、ダイオキシン類連続測定器による水銀濃

度及び下水道放流水の各種測定結果等を記載してございます。それぞれの排出、排除基準、

また自己規制値に適合いたしております。

続きまして、１４ページ、（２）不燃・粗大ごみ処理施設でございます。８月２７日午
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後４時２０分ごろ、不燃・粗大ごみ処理施設内で、搬入された不燃ごみの中に混入したリ

チウム電池等に衝撃が加わったことにより発火し、不燃ごみ中のビニール等に引火したと

推測される小規模な火災が発生いたしました。消防署や警察署の検証では原因究明には至

らず、建物ボヤ火災によるごみが若干損傷したという検証結果となりました。

今回の火災により、建屋、設備機器類等への延焼、損傷箇所及び人災はなく、当日中に

施設運転を再開することができました。

また、７月より引き続き、定期点検整備補修を実施してきました。９月にはバグフィル

ター清掃を実施し、７月より引き続き実施していた定期点検整備補修が完了いたしました。

その後、施設は順調に稼動しております。

次に、表１３の粗大ごみ処理施設の処理状況でございますが、不燃・粗大ごみの処理量

は１，９１０トンで、昨年同期と比較しまして１８３トン、８．７％の減少となっております。

続きまして、１５ページ、（３）リサイクルセンターでございますが、７月から実施し

ているびん系列補修が１０月に完了し、その後、施設は順調に稼動しております。

次に、表１４、リサイクルセンター資源化状況でございますが、資源化量は１，３３０ト

ンで、昨年同期と比較いたしまして２０トン、１．５％の減少となっております。

続きまして、３、最終処分場についてでございますが、引き続き、焼却残渣は東京たま

広域資源循環組合エコセメント化施設に全量を搬出しております。今期は１，７１１トンで、

昨年同期と比較しますと１６７トン、８．９％の減少となっております。搬出状況は表１５

に記載のとおりでございます。

続きまして、１６ページ、４、不燃物再利用状況についてでございますが、不燃・粗大

ごみ処理施設及びリサイクルセンターで発生いたしました不燃物、屑ガラスにつきまして

は、埋め立て処分をせずに、ガス化溶融による燃料ガスや路盤材として再利用を行ってお

ります。再利用の状況につきましては表１６に記載のとおりでございます。

続きまして、１７ページ、し尿処理施設関係でございますが、今期のし尿の総搬入量は

２００キロリットルで、昨年同期と比較いたしまして４キロリットル、２％の減少となっ

ております。表１７－１から表１７－３に搬入状況の詳細を記載してございます。

続きまして、１８ページ、２、施設の稼動状況でございますが、今期は９月に脱臭塔活

性炭交換及び定期点検整備補修を実施しております。１０月に、９月から実施している定

期点検整備補修が完了し、またポンプ関係点検整備補修を実施し、施設は順調に稼動して

おります。
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次に、表１８、し尿処理施設における下水道放流水測定結果でございますが、それぞれ

排除基準に適合してございます。

続きまして、２０ページ、施設管理関係１、厚生施設についてでございますが、各施設

の利用状況を昨年同期と比較いたしますと、野球場は１４．９％、テニスコートは４．３％、

会議室は８４．７％、室内プールは１．５％、トレーニング室は８．８％、それぞれ利用者が増

加しており、浴場施設は７．９％減少しております。各施設の利用状況につきましては、表

１９－１から２１ページの表１９－３までに記載のとおりでございます。

なお、２０ページの表１９－２につきましては、平成３０年第３回定例会において議員

より御要望がございました会議室の利用状況の詳細内訳を今回、追加記載しております。

また、各施設の使用料の収入状況につきましては、２１ページの表２０に記載のとおりで

ございます。

続きまして、２２ページ、（３）施設の管理状況でございますが、１０月１０日から

２５日までの１６日間、クリーンポート定期点検整備補修に伴い臨時休業をしております。

室内プール及び浴場施設の水質測定結果を表２１、表２２に記載してございます。それぞ

れの測定結果の数値につきましては、水質基準に適合してございます。

以上、簡単ではございますが、行政報告とさせていただきます。

○議長（田中のりあき） 以上で行政報告が終わりました。

これより行政報告に対する質疑をお受けいたします。質疑のある方は挙手にてお願いを

いたします。

○３番（村山順次郎） ３点、お聞きをしたいと思います。

長期包括に関する質問は決算の議案のほうでまとめて質問をしたいと思いますので、そ

のように御理解いただければと思います。

１点目ですが、１０月１９日に山梨県笛吹市にございます甲府・峡東地域ごみ処理施設

事務組合の甲府・峡東クリーンセンターに行ってまいりました。手配いただきました事務

局の皆様にお礼を申し上げるとともに、受け入れていただきました当該団体についても、

この場をかりてお礼を申し上げたいと思います。

それで、行ってみますと、私の感想ですけれども、ガス化溶融炉を使っていて、一般廃

棄物、各御家庭から出る廃棄物、可燃物についてもガス化溶融炉を使っているということ

は、そういうこともあるのかという意味での新鮮な驚きがありました。隣接地には最終処

分地、埋立地もございまして、参考になる部分と参考にならない部分と感じているところ
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であります。また、オープンしたばかりということもあるかと思いますが、焼却施設と一

体的になったリサイクルセンターが備わっていて、すばらしい施設だなと感じたところで

あります。

それで、お聞きしたいのは、一方で、多摩の地域においてガス化溶融炉を一般廃棄物の

処理施設として使うというのは現状としてはなかなか想定しづらいなというのが率直な感

想であります。管理者も視察に行かれておりますので、私はそう思いましたけれども、感

想というところで結構ですので、受けとめをお聞きをしたいと思います。

２点目は、これは繰り返し質問しているところですけれども、防災に関係してというこ

とでお聞きをしております。私は厚生施設について、畳のある大きな部屋もございますし、

お風呂もある施設でございますので、ここを避難所等に活用できないか、もちろん課題は

ございますけれども、そういう提案もさせていただいております。平成２７年になります

けれども、その段階での答弁では、関係３市のうちの東久留米市以外の２市は、柳泉園組

合の厚生施設を防災対策の点で活用する予定はないという考えが一定示されていて、それ

以降、東久留米市の担当部局と話し合いを進めてこられたという答弁がこの２年間続いて

いるという状況であります。直近のところ、今年度においても話し合いされていると認識

しておりますが、進捗があればお聞きをしたいと思います。

防災に関連して２点目なんですが、例規集が手元にございまして、柳泉園組合厚生施設

条例という条例があって、そこに別表２という表があって、その備考欄の９に「前項に掲

げるものを除き、次に掲げる区分に応じ、それぞれの使用料の額を減額または免除するこ

とができる」という規定があって、その９の（５）に「その他管理者が特別の事由がある

と認めたときは、使用料の一部の額又は全額を免除することができる」という規定がござ

います。

私、１年前の定例会で、罹災証明等を持っている災害に遭われた方、被災者、避難され

ている方、そういう方が仮に柳泉園組合の厚生施設を使用したいという申し出があった場

合に、その使用料について一部または全額を免除する、どういう状況が想定できるかはさ

まざまでしょうけれども、人道的な見地からそういう支援、そういう協力というのは私は

あっていいのかなと思います。本市、東久留米市から少し離れたところで直下型地震が起

こった場合や、かつては東京都の離島でさまざまな全島避難等あって、避難をされてきた

方が組合の近くに避難をされている、そういう事例もございました。さまざまな災害が

あってさまざまな避難をされている方があってということだと思いますが、この災害等が
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起こった際、避難されている方に今引用した規定を使ってお風呂を利用してもらう、減額

または免除して利用してもらうということは管理者の判断があればできるという理解を私

はいたしますが、そういう理解でよろしいかということでお聞きをします。

３点目は、１０月２２日の報道、引用しますのは産経新聞ですが、公立昭和病院の空調

補修整備などに関する業務委託で落札に参考になる価格を漏洩し、不正に受注調整したと

して、警視庁は１０月２２日に官製談合防止法違反などの疑いで公立昭和病院企業団事務

局の施設担当課長を逮捕したと、そういう報道でございます。あわせて、談合側の業者２

社、２名をそれぞれ逮捕していて、報道によればお三方は間違いありませんと容疑を認め

ているという報道であります。病院内の空調設備メンテナンスに係る業務委託の指名競争

入札で予定価格の算定基礎となる金額を教えるなどし、設備工事会社に約７，６００万円で

落札をさせたと、そういう事件であります。昭和病院企業団組合議会では臨時会も持たれ

て議論がされていると承知をしております。

地方公共団体にとってこのような事件というのはあってはならないこと、考えづらいこ

とではありますが、隣接をする一部事務組合でこういうことが起こったということは、他

の団体の議会としては大きな契機にして、それぞれのところで業務の見直し、点検という

ことがあってしかるべきかなと思います。この件を参照した上で、当組合においてはこの

ようなことが起こらないようにどのような対策が講じられているのか、あるいは昭和病院

企業団においてのこの件も参考にして、さらなる追加の対策ということはどういうことが

想定されるのか、その点をお聞きをします。３点にわたって、質問項目としては４項目で

あります。

○議長（田中のりあき） 答弁を求めます。

○総務課長（横山雄一） まず１点目の多摩地域におけるガス化溶融施設についてですが、

こちらは１件、西秋川衛生組合というところがやっていると確認しております。ただ、私

どもといたしましては現在、東京たま広域資源循環組合においてエコセメント化事業を

行っておりますので、灰をエコセメントにしているので、ガス化溶融は現時点ではそぐわ

ないのではないかと感じております。

○管理者（並木克巳） 今回の視察を踏まえての感想ということであります。先ほど担当

のほうから、当市の今の処分の背景、流れを御説明させていただきました。また、今回の

視察には、議員もおっしゃられておりますけれども、参考になった点、また当市とは違う

かなという点があるという話もありましたが、最新の設備でありますから、これは本当に
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いろいろな工夫、また動線等も含めて効率的にできている施設だなと感じたところであり

ます。

また、隣接するところに最終の処分場も持っているということで、大変最新の工場だと

いう感じは持ったところであります。

ガス化溶融炉に関しましては、ただいま担当のほうにもお答えをさせていただいておる

状況でありますし、当市は今、最終処分場、エコセメントという形で処分をしているとい

う流れでありますので、そういう感想でございます。

○施設管理課長（山田邦彦） それでは、御答弁させていただきます。

議員のお話のとおり、東久留米市の防災とは３カ月に１回、先日も１１月２０日に協議

をしてまいりました。その際、災害があったときの罹災証明につきましては、北海道の地

震の際で、新聞報道等で最低でも約１週間はかかるというお話を承知しましたので、その

辺を東久留米に確認してみますと、やはり東久留米市でも１週間程度はかかるだろうと。

緊急の場合はそれを待っていてはとても間に合わない、人道的な見地からも一日でも早く

お風呂等を開放してさしあげるのがベストであると思いますので、当然、減免ということ

になりますと、議員おっしゃったとおりの規定を適用させていただきまして、減免でお使

いいただくということになると思うのですが、その際、決裁等を当然とっている暇があり

ませんので、電話なり、もしくは直接お会いするなりして、私の立場としては助役に御報

告をさせていただいた上で減免ということをさせていただきたいなと思います。ただ、そ

の際にやはりまず、いつも申し上げているところなのですが、クリーンポートがきちんと

動いていて、厚生施設を開放するだけの人員が確保されませんとこれはできないことです

ので、東久留米市ともお話の中で、まず柳泉園はそれをやってくれということも言われて

おりますので、それをやった上でそういう対応をさせていただければと思っております。

今、こういうお話をさせていただく機会を東久留米と持っていることによって、少しず

つですが進んでおりますので、最終的に何がしかの協定ということになりますと、平成

２６年、２７年当時に清瀬、西東京とは確認はしておるのですが、もう一度改めてきちん

と西東京、清瀬市とも確認をした上で、少しずつですが、進めていきたいと考えておりま

す。

○総務課長（横山雄一） 最後に、談合防止対策についてでございます。

議員おっしゃられたとおり、談合は犯罪行為でございまして、決してあってはならない

ことだと認識しております。各職員においても、もうその辺は理解していることだと思っ
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ております。そんな中で私どもといたしましては、防止対策としては、まず１つ目に職員

の研修、教育があると思います。教育に関しましては、毎年、内部研修を行っておりまし

て、そのような中で公務員倫理、または法令遵守の意識向上を図っていくことが重要だと

思っております。

２点目に関しましては、平成２９年４月に懲戒処分の指針というものを策定しておりま

す。その中でも入札談合に関しまして規定を設けております。それは抑止対策として行っ

ていることでございます。

３点目につきましては、やはり業者との関係性がかなり談合には問題になってくると

思っております。そんな中で、今後はより一層定期的な人事異動などを行って、業者との

癒着などが起こらないような体制をつくっていきたいと思っております。

○３番（村山順次郎） 視察に関しては、多摩地域でも１カ所ガス化溶融炉で処理をして

いる団体があるということの御答弁の反面、現時点ではという言い方ではありますが、選

択肢としてはないという趣旨の御答弁だったかなと。管理者からも同様の御答弁がありま

した。視察の中身にやや驚きというか、そうなのかと思いまして、何がしか事務局側から

のメッセージかなという勘ぐりをしましたので、そういうことではないという確認ができ

てよかったなと思います。

防災に関連してですが、御答弁を聞きながら万感の思いで、この５年間ぐらいずっと同

じ質問をしてきているところで、ここまで来たかという思いをしております。御担当から

協定という言葉が出たのも今回初めてではないかなと感じております。少しずつ進んでい

るということでありますので、これに期待したいと思います。また、厚生施設を利用する

際の減免ですね、公正であるべきだとは思う反面、その時その時に応じた臨機応変な、人

の道に立った対応ということが災害時は特に求められる。行政の対応というのは、災害時

は非常に難しさが求められる場面も時としてあるわけですけれども、いろいろな想定をし

ながら、どういう場合は認めて、どういう場合は認めないか、この線引きが、誰でもオー

ケーということにはなかなか実際問題難しいでしょうから、公平性の問題からいって。そ

このルールづくりというのですかね、そういうものもぜひ検討していっていただきたいな

と。ただ、一方、条例上の規定を適用すればそういう対応も可能ということが確認できま

したので、この点では対応を担当に重ねてお願いをしたいと思います。

それで、最後のところですが、もう１点重ねてお聞きをしたいのは、報道では予定価格

の算定の基礎となる金額というのが非常に重要な情報で、今回の行政報告でも入札に関す
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る御説明があって、予定価格を示す場合と示さない場合とがあったと思いますが、予定価

格を事前に公表し、郵送による入札を実施したということで、この予定価格というものを

挟んでどうやら昭和病院では事件が起きたとも認識をしております。当組合においては、

予定価格の取り扱いの仕方、公表しない入札もあるわけです。公表しない場合、この予定

価格というのは業者さんから見れば非常に重要な情報になる、組合から見れば管理に留意

が必要な情報ということになるかと思います。この予定価格の取り扱いについてはどのよ

うな対応をされているのか、この点は重ねてお聞きをします。

○総務課長（横山雄一） それでは、予定価格の公表についてでございます。

私どもの予定価格の公表につきましては、公表の実施予定事業といたしまして毎年どの

事業を公表するか選んでおります。その基準といたしましては、まず特殊性がないもの、

定例的なもの、長年やっていてある程度の積算根拠も明確なものにつきましては、予定価

格公表で郵便入札で行っております。それ以外のものは通常どおりに行っている状況でご

ざいます。

○３番（村山順次郎） 当組合においては、その担っている業務の特殊性から、予定価格

の公表の範囲というのはおのずと限界があるだろうと理解をしております。一方で、どち

らかというと談合防止の観点でお聞きをしたので、情報の管理のあり方ということでお聞

きをしたつもりだったので、もう少しそこのところ、どういう基準で予定価格を公表した

りしなかったりというところの御説明はわかりました。公表しない場合、公表しない入札

というのがあって、それは情報をきちんと管理しないといけないわけです。昭和病院では

業者にばらしてはいけないものをどうやらばらしてしまったということのようなので、昭

和病院のようなケースが起こらないような対策として当組合においてはどういう対策がと

られているかということでお聞きをしましたので、お答えください。

○総務課長（横山雄一） 起こらないような対策といたしまして、予定価格を公表するし

ないにかかわらず、業者が事前に会うことがないような体制をとっております。メールで

基本的に行っておりますし、あとは事前に業者を集めての説明会なども開いておりません。

その関係で、あともう１点、入札に際しまして内訳書を提出していただいております。そ

のようなことで、当日に例えば金額を書きかえるですとか、そういうこともできないよう

になっておりますので、基本的には談合が起こらないような手続になっております。

○議長（田中のりあき） ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。

○７番（深沢まさ子） ２点お伺いしたいと思うのですが、第３回の定例会のときにも、
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不燃ごみの中にスプレー缶などが混入しているということになった際の不燃ごみ処理施設

の爆発事故の件などもお聞きをした中で、今年度に入ってからはそのような事故はないと

いうお話でしたが、８月２７日に残念なことに、今回はスプレー缶ではなくてリチウム電

池からの引火による事故ということで、施設への大きな影響もなく、人災もなかったとい

うことはよかったかなと思っているのですが、やはり今後の対策として、柳泉園組合に入

る手前の行政区の段階でそのようなスプレー缶だとかリチウム電池などが混在しないよう

な対策をとる、周知、広報ということも必要になってくるとも思いますし、実際に持ち込

まれた後の処理も含めて対策をとっていく必要があるかなと思うのですね。関係市、３市

ありますが、そことの協議も含めてどのような形で今後の対策を行っていくのかというと

ころをお伺いしたいと思います。

それともう１つは、行政報告資料の契約状況のところで、今回、工事請負契約状況とい

うことで３件、工事請負契約の状況が示されているのですけれども、この３件のうちの２

件で指名競争入札、１件は随意契約ということなのですが、この指名競争入札を行った見

学者説明室放送システム改修工事とリサイクルセンターコンベヤベルト交換補修工事にお

いて、見学者説明室放送システム改修工事は入札の段階で辞退が４社、リサイクルセン

ターコンベヤベルト交換補修工事に関しては３社が辞退をしているという状況になってい

ます。辞退になった経過がやはり多いかなという感じを受けています。結果的には入札が

行われて工事ができているという状況にはなっているのですが、この辞退の理由がわかれ

ば教えていただきたいと思います。

○資源推進課長（濱野和也） ただいまの議員からの御質問で、まず第１点目、不燃・粗

大ごみ処理施設で起きました今回の火災事故に関してなんですが、確かに前回の定例会に

おきまして、爆発に伴うスプレー缶等の数の確認ということで御質問がございました。そ

の際にリチウムイオン電池の話も出たところ、後日このような形になって大変申しわけな

く思っております。

実際に事故の経過につきましては、先ほど行政報告の内容を説明された、あのような内

容でございますが、あの後、実は２日後に関係市の課長さんを招きまして会議を開いてお

ります。その中で、今回の事故に伴う経緯、それとリチウムイオン電池ではないかという

ことで御報告した上で、今後の対策ということで、まずは関係３市の市民の方に対する分

別の徹底、これを周知、基本的なことではあるかもしれないのですが、それをお願いした

ところです。後日、柳泉園組合におきましてはりゅうせんえんニュース及びホームページ、
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関係市におかれましてもホームページや市報を活用しまして、事故に関する経過報告と、

あと、ごみの分別をお願いしたところでございます。ですので、実際に今ある不燃・粗大

ごみ処理施設は、あのように施設的にも大分古いものではあるのですが、通常、爆発の防

止策の一つとして、手選別ラインにおいて中身の確認、袋を一つずつ破いて係の者が中身

の確認をしていたところなのですが、今回は搬入されてそこへ行く前の段階での小さな火

災ということになりましたので、この辺は収集をされるのは関係３市の方、いつも大変な

思いをされてやっていると思うのですが、その辺、再度、後日行いました会議の中でお願

いしたところでございます。

あと、もう１つの契約に関してなのですが、今議員がおっしゃられましたように、リサ

イクルセンターのコンベヤベルト交換補修に関してですが、今回は、先ほど予定価格のお

話が出ましたが、こちらは郵便による入札を行っております。業者さん５社のうち３社が

辞退ということなのですが、その中で辞退された理由というのが、こちらの積算価格が合

わない、要は柳泉園組合で積算をした上で基本となる予定価格を決定しているわけですが、

それに対して指名された業者さんがそれぞれ積算をしたところ、予定価格に達しない、つ

まりそれ以上の金額ということになろうかと思いますが、そのような理由で辞退された経

緯がございます。

○総務課長（横山雄一） それでは、辞退理由について御答弁させていただきます。

見学者説明室放送システム改修工事の辞退理由につきましては、技術者配置が困難です

とか、該当自社製品がない、自社の取り扱い分野でないためということが理由になってお

ります。

○７番（深沢まさ子） 粗大ごみの処理施設での火災事故の件はわかりました。３市とも

すぐに協議をとっていただいたということですけれども、定期的にこのりゅうせんえん

ニュースですとか、各市の市報とかでお知らせをしていくということも大事なことだと思

いますけれども、今回、社会科見学、一般の見学なども１，０００人以上の方が来訪してく

ださっているという状況の中で、そのようなところも含めてさまざまなツールで周知をし

ていただいて、こういう事故がないような形でやっていただくということが大事だと思っ

ておりますので、まずは搬入をされる前の段階でのごみの分別というのを徹底していただ

く取り組みというのを、各行政区にも引き続き求めていただきたいと思います。

工事請負関係のところですけれども、積算価格が合わなかったということだとか、技術

者の配置が困難、取り扱いがないという状況でしたけれども、心配をしているのは、先ほ
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ども議論になりましたけれども、この予定価格が適正なのかどうなのかというところは一

つ検証が必要ではないかなと思うのですね。今、さまざまな工事をやっていく中で、この

予定価格内におさまらないという声があったわけで、積算の段階で適切だったのかどうか。

入札をするという中で、税金ですから効果的に最小の経費で契約を結べればそれは一番い

いのですけれども、結果、この予定価格を下げ過ぎるというか、縮小するという形になっ

て、入札をした業者さんの中で、人件費のところで安くたたかれることになったりとか、

あとは工事の段階で、そんなことはあり得ないと思いますが、工期がどうしても期間が決

まっているという状況の中で、手抜き工事ということが起こるとも起こらないとも言えな

い状況というのが生まれてくることも懸念としてあると思うのですね。そういう意味では、

予定価格についてのしっかりとした適正の積算というものも、きちんと行っていかなけれ

ばいけないとも思いますので、先ほどの談合事件ということもないという形でのしっかり

とした適応をしていくということとともに、この予定価格についての適正な積算について

も十分な配慮が必要だと思いますので、この見解をお伺いしたいと思います。

○総務課長（横山雄一） 予定価格が適正かどうかということでございますが、我々の予

定価格を決定する際に、施設管理課の積算担当が積算しております。その際、数社から見

積もりをいただきまして、当組合の積算基準単価、設備積算基準細目及び東京都の単価や

建設物価等の単価等、また過去の契約経過も参考に積算している状況でございます。私ど

もといたしましては、この予定価格は適正だと思っておりますし、実際入札を行いまして、

落札して契約している状況ですので、適正だと考えております。

○７番（深沢まさ子） 入札の前に見積もりですとか、過去の経過なども含めて積算をし

ているということですけれども、それも含めてこの辞退という状態が今後も数社続くよう

であれば、積算単価についても十分に調整をして、予定価格と契約金額の状況も含めての

積算見積もりをしっかり行っていただくようにお願いをしたいと思います。要望です。

○議長（田中のりあき） ほかに質疑はございますか。

○４番（後藤ゆう子） それでは、大きく３点お伺いいたします。

１点目が、１５ページのびん類なのですが、これは先日甲府・峡東クリーンセンターで

見たときに、どなたかにお伺いすればよかったのですが、びんがあちらは分別が３色だっ

たと思うのですけれども、改めてなのですが、柳泉園はこれほど細分化するメリットとい

うのは何かあるのかということをお尋ねいたします。

それから、２０ページの厚生施設、会議室の利用状況の内訳を細かく出していただきま
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してありがとうございます。見るとやはり和室の利用率がとても悪くて、和室１にいたっ

ては利用時間が３時間とか、１日だけしかなかったのかなと思って、まだまだ利用してい

ただける部屋なんだろうと思います。地元に帰れば、西東京だとやはりもう高齢化なども

進んでいたりして、市民交流施設みたいなものをふやしてほしいという要望がある一方で、

ここにこんなにいいお部屋があるということがわかったので、利用をもう少し広めるよう

なアイデアがあるといいのですが、まず一番最初、簡単なことなのですが、この和室とい

うのは飲食可能なのかどうかということと、広さがわかれば１と２と教えていただきたい

というのが２点目です。

３点目は、今、深沢議員から質問があって大体伺えたんですけれども、やはり１，５００

万円もかけて改修したのですから、見学者にももっと来ていただければと思います。社会

科見学でたくさんの児童生徒さんがいらっしゃっているのはいいのですが、大人の利用が

少ないという中で、ことしの第１回定例会で、見学者用のＤＶＤに結構なボリュームが

あって、社会科見学の時間では全部見ることができないような大人向けのＤＶＤであると

いう説明があったので、大人の見学者をふやす必要もあるかと思うのですけれども、現在、

見学者をふやす取り組み、積極的にふやすような考えがあるのかないのかという、以上の

３点をまずお願いいたします。

○資源推進課長（濱野和也） まず１点目の御質問なのですが、１０月、甲府・峡東地域

ごみ処理施設事務組合に行った際に、びん類は３種類ということですが、柳泉園ではそれ

以上のものを選別しているわけですが、現在、柳泉園組合でのびんに関しましては、独自

で処理するもの及び容器包装リサイクル協会で処理しているものということで、独自と法

人と２種類に分けてそれぞれ処理をしているところでございます。容器包装リサイクル協

会に加盟しているという関係もございまして、実際、向こうがなぜ３種類かというのは申

しわけございません、把握してございませんが、柳泉園組合としましては従前からこのよ

うな形で色別をふやしまして、対応しております。ですので、ある意味、容器包装リサイ

クル協会の要望といいますか、向こうの意見に沿った形で、より細かく選別することに

よって、最終的には色別に分けてそれを再生するということでございますので、３種類よ

りはより細かく選別して搬出しているという状況でございます。

○施設管理課長（山田邦彦） それでは、厚生施設の和室の２部屋のことについて御答弁

申し上げます。

まず、広さでございますが、２室ございまして、１部屋が畳で１５畳、もう１部屋は
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１２畳ございます。利用率の低さというのは、私も今回これを見まして、こんなに低いの

かと思ったのでございますが、この場所が厚生施設の浴室のほうにございまして、一般の

方から見て非常にわかりにくい場所にあるというのも一つ原因ではないかと思います。ま

た、浴室を利用される方がここのところ減少しておりますので、それに伴って減少してい

るということもあろうかと思います。

先ほどの議員の御質問の件ですが、飲食は可能でございます。１台なのですが、一応カ

ラオケもございまして、そのようなことで御利用いただいているお客様もいらっしゃると

は聞いております。ただ、今回のこの結果を見まして、やはり多目的室等と違いまして、

まだまだお客様に認知をされていない部分があるのではないかなと感じました。

今後は、まずお客様にこういう施設があるということを知っていただくところから始め

て、ＰＲに努めて、少しずつでも利用率を上げていけるように努力していきたいと思って

おります。

○総務課長（横山雄一） 見学者をふやす対策についてでございます。

現在、我々は毎月第２水曜日に平日見学会というものを開催しております。しかし、な

かなか人は来ていただくことができない状況でございますので、今後はより一層やはり市

民の方に知っていただくことが大事だと考えておりますので、どういう方法があるのか、

調査研究していきたいと考えております。

○４番（後藤ゆう子） １点修正していただきたいのですが、私先ほど、見学者説明室の

工事、１，５００万円もかけてと申し上げましたが、これは予定価格で、実際は１，６３８万

円だったので、そこを直していただきたいので、お願いいたします。

まず、びんの分別はわかりました。先方の要望でということで、私は分別をきっちりす

ることはいいことだと思っているのですが、もしこれを３色にすれば随分経費が違うとか

というのであれば考える余地があるのかと思ったのですが、向こうの求めに応じてという

ことで、これはわかりました。

それから、厚生施設の和室がわかりにくい場所にあるということはわかりました。やは

り高齢化が進んでいて、高齢者のお楽しみの企画を考えている人なんかからもいろいろ相

談を受けることもあるので、お風呂の利用も落ちているということなので、お風呂に入っ

て、和室でお楽しみがあり、見学を含めても半日、１日使えるようなイベントを企画すれ

ばいいのかなと思うのです。柳泉園の今の人員体制でそこまで組み立てるのは難しい現状

があるのかなとは思いますが、何かアイデアを出す人と連携して、協働みたいなもので活
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用すれば、お風呂があって和室があってカラオケがあって、物を食べていいというだけで、

私はすごいポテンシャルだと思うので、今後協働できるような相手を探して取り組めば、

これは私も自分の地域に持ち帰って、出せるアイデアがないかというのは話してみようと

思うのですけれども、わかりました。このように細かく出していただきますと空き状況等

もわかりますので、大変なのかもしれないのですが、今後ともこの方式で出してください。

これは要望です。

最後、見学者について、これも今言いましたように、和室とかも組み合わせでイベント

をやったり、夏休みの子供企画、社会科見学だと時間が限られているかもしれないのです

けれども、夏休みなど親子や個人で来る場合はゆっくり見ていただくとか、子供時代にご

みの仕組みをしっかり学ぶというのは後々まで分別であったり削減というのに役立つ知識

を、身をもって体験できるのはいい機会だと思いますので、せっかくいろいろ設備も更新

されたということですから、利用者がふえる取り組みを先ほどの企画も含めて御検討いた

だきたいと意見を申し上げて質問を終わります。

○議長（田中のりあき） 質疑の途中ですが、ここで休憩をさせていただきたいと思いま

す。

午前１１時０１分 休憩

午前１１時１０分 再開

○議長（田中のりあき） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

行政報告に対する質疑をお受けいたします。

○６番（たきしま喜重） 大きく１点だけお願いしたいのです。地元の一般質問でこちら

の質問をしたら、その後反響がいろいろありまして、詳細を確認させていただきたいと思

います。

動物死体の搬入量のことに絡んだところなのですが、動物死体の搬入されてきたときの

一連の流れを御説明していただきたいと思っております。それから、供養もしっかりとさ

れているということでございますので、その辺のところも含めて。また、決算にも絡むの

ですが、ここで簡単に確認ができればこちらで済まさせていただきたいと思っていますが、

その動物の供養に対する費用も有償だと思うのですが、その辺もまとめて御答弁いただけ

ると幸いです。

もう１点、最後に、これは動物の犬、猫、また最近、ハクビシンとかタヌキとかもいろ
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いろあると思うのですが、特に飼い犬とか飼い猫の確認に来られる方というのは具体的に

どのくらいなのか感覚的なものでも割合的なものでもいいので、その辺だけ確認をさせて

いただけないでしょうか。少し地元で話をしたら、皆さん、愛犬家の方、また猫ちゃんを

飼っている方、非常に関心が高く、そんなことでよく話が盛り上がっていたのですが、ひ

とつお願いしたいと思います。

○資源推進課長（濱野和也） それでは、ただいまの議員からの御質問について答弁させ

ていただきます。

行政報告の７ページ、表５－３に動物死体搬入量ということで、８月から１０月までの

数が記載されてございます。

まず、柳泉園組合にはどのような形でこのような動物死体が搬入されるのかといいます

と、関係３市の清掃担当のほうで回収した動物を段ボール箱に入れまして、柳泉園に来る

際には段ボールに入れられた状態でこちらへ参りまして、検量所の脇に冷蔵庫があります。

そちらに何々市の犬か猫か、あるいは先ほど議員が言われましたハクビシンとかタヌキと

か、そのようなものも最近では多くなっておりますので、その他という形でボードに記載

をして中にしまっておきます。大体今のところ、毎週火曜日と金曜日、週２回ほど府中に

あります慈恵院というところがこちらのほうに参りまして、こちらで保管している動物を

引き取りにきて、持っていっていただいているところでございます。向こうでは当然、動

物ですので、それに対してきちんとした対応をしていただいて、埋葬していただいている

ところでございます。

こちらにつきましては、平成２９年度の一般会計歳入歳出決算書の２５ページの右側の

備考欄の一番下に動物死体処理委託ということで金額が載っております。１０７万

２，４００円ということですので、１体当たり税込みで２，８００円になります。年間、平成

２９年度におきましては３市で３８３頭の持ち込みがあったということですね。この中に

は、大事に御自宅で飼われた犬、猫、その他なのか、あるいは野良猫という表現がいいか

どうかあれですが、そのようなその他の動物であるかはわかりません。実際に、年に数件

はやはり飼い猫、飼い犬、その他が家から逃げ出してしまった場合、恐らく柳泉園に連絡

する前に市役所のほうに連絡されているのだなとも思いますが、柳泉園にそのようなお電

話があった場合は丁寧に御説明して、もし御希望があれば実際に柳泉園まで来ていただい

て、冷蔵庫に保管している動物を、何月何日というのがもしわかれば、来られた方に見て

いただくようにしています。もしその中に持ち込まれた動物が御自宅で飼われていたよう
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な場合であれば、基本的には引き取っていただいて、飼い主さんにお願いしているところ

でございます。その他に関しましては慈恵院へ持って行き、適正に埋葬しているところで

ございます。

○６番（たきしま喜重） 決算のほうまでまたいでしまいましたが、詳細な御説明ありが

とうございます。引き続き、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

○議長（田中のりあき） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） ないようですので、以上をもって行政報告に対する質疑を終結

いたします。

○議長（田中のりあき） 「日程第５、議案第８号、平成３０年度柳泉園組合一般会計補

正予算（第１号）」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○管理者（並木克巳） 議案第８号、平成３０年度柳泉園組合一般会計補正予算（第１

号）の提案理由について御説明申し上げます。

本議案は、現予算を見直しまして、歳入歳出をそれぞれ調整する必要が生じましたので、

現予算の総額２６億４，５４９万２，０００円に対し、歳入歳出それぞれ１億６２４万

２，０００円を追加し、予算の総額を２７億５，１７３万４，０００円とさせていただくため、

御提案申し上げるものでございます。

詳細につきましては事務局より御説明申し上げますので、御審議賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

○議長（田中のりあき） 補足説明を求めます。

○総務課長（横山雄一） それでは、補足説明を申し上げます。

補正予算書の２ページ、３ページをごらんください。

第１表、歳入歳出予算補正になります。款項の区分における予算の補正で、歳入及び歳

出の款項の補正額につきましては、それぞれ表に記載する金額でございます。

続きまして、１０ページ、１１ページをごらんください。

事項別明細書、２の歳入でございます。まず、款６繰越金、項１繰越金、目１繰越金、

節１前年度繰越金は１億６２４万２，０００円の増額でございます。増額の主な理由といた

しましては、歳入のごみ処理手数料や資源物売り払い代金の増加、歳出の契約差金等の不
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用額によるものでございます。

続きまして、１２ページ、１３ページをごらんください。

３の歳出でございます。款２総務費、項１総務管理費、目１人件費、こちらの補正額が

１，１８２万８，０００円の増額でございます。こちらは人事異動に伴う増額でございます。

次に、目２総務管理費、節２５積立金は、説明欄に記載の環境整備基金積立金５，０００

万円の増額でございます。基金への積み立てに関しましては、地方財政法第７条に規定す

る決算剰余金の処分に準じ、当該剰余金１億６２４万２，０００円のうち、２分の１に相当

する５，０００万円を積み立てるものでございます。この積み立てによりまして、環境整備

基金の年度末残高見込みは約１億６，３００万円となります。

次に、款５予備費の５，８５０万円の増額につきましては、本補正に伴う調整分でござい

ます。

補足説明は以上でございます。

○議長（田中のりあき） 以上で提案理由の説明が終わりました。

これより質疑をお受けいたします。

○８番（小西みか） １点確認なのですけれども、今回人事異動による増額と減額という

補正予算となっておりますけれども、人事異動ということですが、必要があって、ごみ処

理を１名減らして、人数はわからないですけれども、総務をふやすという異動かと思いま

すが、それがどのような理由で、今後どのように管理していくかということも含めての異

動だと認識をいたしますけれども、その辺をもう少し御説明をいただけたらと思います。

○総務課長（横山雄一） 人事異動の理由につきましては、ごみ処理費に入っています技

術課の職員が１名減となっておりまして、総務費に入っております施設管理課職員が１名

増となっております。この理由なのですが、施設管理課におきましては平成３３年度、指

定管理者を導入するということで、それに向けて検討しております。その検討に充てるた

めに人員をふやしたということでございます。

○８番（小西みか） 平成３３年度の導入に向けた検討を進めるということなのですけれ

ども、それは当然必要なことだとは思いますが、ごみ処理費のほうで人員が１名が減ると

いうことに関しては、減らすということが妥当かどうか、そのあたりの検討はどのように

されたのか、もう一度御答弁いただけたらと思います。

○総務課長（横山雄一） 技術課の職員を減らすということなのですが、現在、長期包括

に入っておりまして、その関係で後々には１係が減、最終的には全面委託となっておりま
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す。現在、退職不補充ということでやっておりますので、運転係が抜けた分を補充しない

でいるような状況でございます。なお、再任用を短時間職員として運転係に配属しており

ます。

○８番（小西みか） 技術課の職員さんはこれから委託が進むにつれて減っていくという

もともとの予定になっていたとは認識をしておりますけれども、モニタリングという点に

関しましては逆にそうした技術がきちんとわかる職員さんを育成していくということが必

要だと思いますので、その辺は充実をむしろさせていただきたいと要望させていただきま

す。

それと、指定管理の導入に向けた検討につきまして、今後どのような形でどれくらいを

めどに進めていくという予定なのかというあたりも、今大体決まっている概要などをお聞

きできたらと思います。

○施設管理課長（山田邦彦） それでは、指定管理者制度導入に向けての検討について御

答弁させていただきます。

現状、今、総務課長から申し上げましたように、１人、人員の増をいただきまして、ど

のようなスケジュールで指定管理者制度導入を行っていくか、またその際にはどのような

規定の整備が必要なのかということを検討いたしております。できましたら、一応今年度

中にはめどをつけまして、来年度は実際の規定の整備ですとか、実際のスケジュールに

沿った動きをしていけたらなと考えております。

○議長（田中のりあき） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） ないようですので、以上をもって議案第８号、平成３０年度柳

泉園組合一般会計補正予算（第１号）の質疑を終結いたします。

これより議案第８号、平成３０年度柳泉園組合一般会計補正予算（第１号）に対する討

論をお受けいたします。討論がある場合、まず原案に反対の方の討論をお受けいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） ないようですので、賛成の方の討論をお受けいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） ほかにないようですので、以上をもって討論を終結いたします。

これより議案第８号、平成３０年度柳泉園組合一般会計補正予算（第１号）を採決いた

します。
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原案に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（田中のりあき） 挙手全員であります。よって、議案第８号、平成３０年度柳泉

園組合一般会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決をされました。

○議長（田中のりあき） 「日程第６、議案第９号、平成２９年度柳泉園組合一般会計歳

入歳出決算認定」を議題といたします。

それでは、提案理由の説明を求めます。

○管理者（並木克巳） 議案第９号、平成２９年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定

の提案理由について御説明申し上げます。

本議案は、平成３０年１０月１日から９日までの間において、安藤代表監査委員及び議

会選出の小西監査委員により、平成２９年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算書に基づき

まして審査をしていただきましたので、その審査意見書を付して、地方自治法第２３３条

第３項の規定によりまして、議会の認定を賜りますようお願い申し上げるものでございま

す。

詳細につきましては事務局より御説明申し上げますので、御審議を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。

○議長（田中のりあき） 補足説明を求めます。

○総務課長（横山雄一） それでは、補足説明を申し上げます。

平成２９年度一般会計歳入歳出決算書の１ページをごらんください。

歳入歳出予算現額３０億８，７６５万７，０００円、次に、歳入決算額３１億２，４８７万

６，２７０円、前年度に比べまして１億８，３５１万７，１９２円、５．５％の減となっておりま

す。次に、歳出決算額２４億９，６６３万３，８８３円、前年度に比べ３億７，６５３万

８，８１７円、１３．１％の減となっております。歳入歳出差引残額６億２，８２４万２，３８７

円となり、同額が翌年度への繰り越しとなります。

続きまして、６ページ、７ページをごらんください。主な歳入につきまして御説明いた

します。

まず、款１分担金及び負担金は、収入済額１５億９，７４１万６，０００円で、前年度に比

べ６，３９４万８，０００円、３．８％の減でございます。関係市の負担金は備考欄に記載のと

おりで、歳入決算額の５１．１％を占める割合でございます。
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次に、款２使用料及び手数料、項１使用料、目１施設使用料は、収入済額５，９９８万

４，３５０円で、前年度に比べ２０．６％、約１，０００万円の増でございます。増の主な理由

につきましては、前年度、プール棟の大規模改修工事を実施し、プールやトレーニング室

などが半年間使用できなかったことよるものでございます。各施設の使用料につきまして

は備考欄に記載のとおりでございます。

次に、項２手数料、目１ごみ処理手数料は、収入済額５億６，５６１万９，８３５円で、前

年度に比べ７％、約３，７００万円の増でございます。

次に、款３国庫支出金の収入済額１２８万５，２００円は、廃棄物処理施設モニタリング

事業費補助金で、これは放射性物質汚染対処特措法に基づき毎月１回行っている焼却灰、

飛灰及び排ガス中の放射性物質濃度測定費に対する補助金でございます。

続きまして、８ページ、９ページをごらんください。

款５繰入金、項１基金繰入金、目１職員退職給与基金繰入金の収入済額は８，７７６万

４，０００円で、定年退職者３名分の退職手当に充当したものでございます。

次に、目２施設整備基金繰入金の収入済額は１億円で、クリーンポートプラント制御用

電算システム整備工事費に充当したものでございます。

次に、款６繰越金の収入済額４億３，５２２万７６２円は、平成２８年度からの繰越金で、

前年度に比べ６．１％、約２，５００万円の増でございます。この繰越金には、精算する私車

処分費約１億９，０００万円が含まれており、差し引き２億４，５００円ほどが純然たる繰越

金となります。

次に、款７諸収入、項２雑入の収入済額は２億５，５４９万３，０３２円で、前年度に比べ

２２．８％、約７，６００万円の減でございます。主な雑入の収入済額は、節１資源回収物売

払１億５，８２６万６，５９８円で、その内容は備考欄に記載のとおり、アルミ缶やスチール

缶、ペットボトル、古紙・布類及び生びんの売り払いで、前年度に比べ２．３％、約３６０

万円の増でございます。

次に、１０ページ、１１ページをごらんください。

節２回収鉄等売払の収入済額は１，６９３万２，４４３円で、その内容は備考欄に記載のと

おり、粗大ごみ処理施設の磁選機などにより回収された鉄の売り払いや施設の補修により

発生した鉄類等の廃材の売り払い、また、焼却灰の中から回収したくず鉄の売り払いで、

前年度に比べ６５％、約６７０万円の増でございます。

次に、節３電力売払の収入済額が７，０５８万５，４２３円で、クリーンポートで発電した
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電力余剰分の売り払いで、前年度に比べ９％、約７００万円の減でございます。

節７その他雑入が５３６万８，３８２円で、前年度に比べ９３．７％、約７，９００万円の減

となっております。減の主な理由ですが、厚生施設プール棟等大規模改修工事に伴うス

ポーツ振興くじ助成金約７，０００万円が減額となったことが主な理由でございます。

次に、項３受託事業収入の収入済額が２，１０６万５，７６０円となっており、小金井市可

燃ごみ受託料でございます。

歳入関係は以上でございます。

続きまして、歳出について、主な歳出について説明させていただきます。

１２ページ、１３ページをごらんください。

まず、款２総務費、項１総務管理費、目１人件費の支出済額は２億１，３９７万２，００９

円で、前年度に比べ４８．７％、約７，０００万円の増で、これは退職手当が増となったこと

が主な理由でございます。

続きまして、１４ページ、１５ページをごらんください。

目２総務管理費、こちらの支出済額は１億２，６６７万２，８２２円で、前年度に比べ０．２

％、約２２万５，０００円の微増でございます。

次に、１６、１７ページをごらんください。

目３施設管理費の支出済額は６，２２９万３，０６３円で、前年度に比べ４４．３％、約

５，０００万円の減で、主な理由は、前年度実施したクリーンポート建築設備用システム更

新工事約５，３００万円及びクリーンポートごみピット自動火災検知装置更新工事約

１，３００万円の減によるものでございます。施設管理費の不用額ですが、１，２７９万

６，９３７円で、主な不用額が、節１３委託料の約３１３万円は、備考欄記載の各業務委託

の契約差金でございます。

次に、１８、１９ページをごらんください。

節１５工事請負費の約８５５万円は、プラットホーム及び厚生室系統等空調設備更新工

事の契約差金でございます。

次に、下段、目４厚生施設管理費の支出済額は１億３，６６５万２，３６８円で、前年度に

比べ７２．７％、約３億６，５００万円の減となっております。減の主な理由ですが、昨年度、

厚生施設プール棟等大規模改修工事を実施した関係によるものでございます。厚生施設管

理費の不用額ですが、５７０万６，６３２円で、主な不用額が節１１需用費で、備考欄記載

の消耗品で約１１９万円、光熱水費で約３６０万円でございます。
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続きまして、２２、２３ページをごらんください。

款３ごみ処理費、項１ごみ処理費、目２ごみ管理費、こちらの支出済額が１３億１３５

万３，３０４円で、前年度に比べ２．７％、約３，３７０万円の増で、主な増の理由が、長期包

括運営管理事業開始に伴いまして大規模補修が新たに開始され、その分増加しておるので

すが、その他長期包括運営管理事業経費が減少していることから、合計で３，０００万円の

増となっております。ごみ管理費の不用額ですが、３，９５８万５，６９６円で、主な不用額

は節１１需用費、備考欄記載の消耗品費で約７０２万円、燃料費で約６７３万円、光熱水

費で約１，２３９万円及び修繕料（定期点検）の契約差金約６６５万円、節１３委託料の不

用額約５７２万円は、備考欄記載の各業務委託の契約差金でございます。

続きまして、２４、２５ページをごらんください。

中段の目３不燃ごみ等管理費、こちらの支出済額が１億７，７７１万４，９５１円で、前年

度に比べ１３．１％、約２，７００万円の減で、主な理由は、前年度実施いたしました粗大ご

み処理施設屋外変電設備更新工事約２，０００万円の減及びその他契約差金によるものでご

ざいます。また、不燃ごみ等管理費の不用額は１，４９９万４，０４９円で、主な不用額が節

１１需用費、備考欄記載の修繕料（定期点検）、こちらの約１，１７４万円が契約差金と

なっております。また、節１３委託料の不用額約１４１万円は、備考欄記載の各業務委託

の契約差金でございます。

続きまして、２６ページ、２７ページをごらんください。

目４資源管理費、こちらの支出済額が１億１，７３９万７，４８９円で、前年度に比べ３．８

％、約４３０万円の増で、その主な理由は、節１１需用費、備考欄記載の修繕料の定期点

検で、リサイクルセンターの定期点検整備が約９８０万円の増、及びその他契約差金で減

となったことによるものでございます。資源管理費の不用額につきましては３５８万

９，５１１円で、主な不用額が、節１１需用費で、備考欄記載の光熱水費約１１４万円、そ

の他でございます。

次に、目５し尿管理費の支出済額が３，４３２万１，０８２円で、前年度に比べ４．３％、約

１５５万円の減となっております。減の主な理由ですが、節１１需用費で、備考欄記載の

修繕料（一般）が減となったことによるものでございます。不用額は２７３万９，９１８円

で、主なものは、節１１需用費、備考欄記載の光熱水費で約１７８万円、その他でござい

ます。

続きまして、２８ページ、２９ページをごらんください。
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款４公債費、こちらの元金・利子合計の支出済額が８，３５８万４，３６１円で、前年度に

比べ２９．４％、約３，４７０万円の減となっております。これはクリーンポート建設時、平

成１３年度に借り入れた起債の償還が平成２８年度に完済したことによるものでございま

す。

なお、平成２９年度末現在の未償還元金は２億９，８７２万２０６円となっております。

次に、款５予備費、こちらの予算現額４億８，９５３万３，０００円、同額が不用額となり、

全額平成３０年度へ繰り越しをしております。

なお、この予備費には、関係市の負担金から精算する私車処分費１億８，８１６万円が含

まれております。

歳出関係は以上でございます。

次に、３０ページをごらんください。

実質収支に関する調書でございます。内容は表に記載のとおりでございます。

次に、３１ページは財産に関する調書でございます。

３２ページから３５ページにかけて公有財産の土地及び建物で、年度内の増減はござい

ませんでした。

次に、３６ページから４６ページにかけまして、公有財産の工作物で年度内の増減です

が、４６ページをごらんください。クリーンポート大規模補修に伴う機器の更新によりま

して、６点の増と減となっております。

次に、４７ページをごらんください。公有財産１点３０万円以上の物品で、年度内の増

減ですが、車両関係では乗用車１台をリースとしたため１点の減、ごみ処理関係では携帯

型水銀連続測定装置を購入したため１点の増となっております。

次に、４８ページをごらんください。（４）基金でございます。各基金の前年度末現在

高、決算年度中の増減額及び決算年度末残高は表に記載のとおりとなっております。

続きまして、４９ページ以降につきましては歳入歳出決算参考資料でございます。御参

照いただければと思います。

なお、平成２９年度における主要な施策の成果につきましては、「平成２９年度事務報

告書」として別にまとめてございます。また、要望のございました平成２９年度決算額及

び平成３０年度予算額を反映した財政フレームを資料として添付しておりますので、あわ

せて御参照いただければと思います。

補足説明は以上でございます。
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○議長（田中のりあき） 以上で提案理由の説明は終わりました。

本日は、安藤代表監査委員が御出席されておりますので、決算審査報告を求めます。

○代表監査委員（安藤純一） 監査委員の安藤でございます。

平成２９年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算審査報告をさせていただきます。

柳泉園組合議会選出の小西監査委員と私は、例月出納検査を都合４回、決算審査を３回

実施いたしました。その結果を御報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、平成２９年度柳泉園組合一般会計

歳入歳出決算書を審査いたしましたところ、歳入歳出ともに正当であり、かつ、関係書類、

帳簿とも完全に整備されており、平成２９年度の決算は正確であることを証明いたします。

平成３０年１２月３日、柳泉園組合監査委員、安藤純一、同じく小西みかでございます。

なお、審査の意見書につきましては、既に皆様のお手元に配付済みでございますので、

説明は省略させていただきます。

以上で報告を終わります。

○議長（田中のりあき） 報告が終わりました。

なお、安藤代表監査委員に対する質疑は省略をさせていただきますので、御了承をお願

いいたします。

以上で決算審査に関する報告を終わります。

これより質疑をお受けいたします。

○３番（村山順次郎） まず、厚生施設についてお伺いをいたします。

平成２９年４月よりリニューアルオープンということで、本決算はそのリニューアル後

を取りまとめ、評価をする決算になると思います。本定例会でも前半の議論で、会議室の

利用率等ということで御指摘があるところで、リニューアル、大規模改修する前から、こ

の利用率はどうかということで私も質問してまいりましたし、議会的な関心事にもなって

いるかと思います。

これは１点でありますけれども、リニューアル後、リニューアルをしてみて幾つかの課

題、私が指摘したものもございますが、指摘していないものも含めて、どういう課題が

あってどういう対応をしてきたのか。決算審査でございますので、平成２９年度の中での

取り組み、また平成３３年度には指定管理者も視野に入れてということで、その全容はま

だわかりませんけれども、そういう視点もあるかと思いますので、総括的に厚生施設をリ

ニューアルしてどうだったのかというところを、特別挙げていただけるところがあれば、
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何点かお答えいただければと思います。

長期包括に関係して３点ほどお聞きをいたします。

長期包括が平成２９年度から始まりまして、私はこの議案、長期包括を是とするか否と

するかという議案に関連して、討論の際に２点指摘をして対応を求めてきて、その以降も

それぞれ求めてきたところです。

１点目は、広報のことなのです。長期包括委託という一般市民からすれば非常になじみ

のない、なじみづらいテーマではありますが、本組合にとっては非常に重要な一大事であ

るわけです。これについて市民にわかるように広報するということは、これは非常に重要

であるということで、りゅうせんえんニュースの特別号なども出していただいているとこ

ろであります。一方で、さらなる取り組みも求めたいと思います。

広報の点で１点目ですが、ホームページが１つ、ツールとしてはございます。これはリ

ニューアルを近々に予定をされているということではあります。ここでの長期包括委託の

現在、今どういう状態で進行しているのかということの広報、これをさらなる一手が必要

かなと思いますが、見解はいかがでしょうか。

長期包括にかかわらずなのですけれども、厚生施設の施設利用を促進する意味でもホー

ムページのリニューアルとあわせて私が必要だと思いますのは、関係３市とのリンクなん

ですね。私は先般、関係する団体が厚生施設をお借りして、１１月１１日でしたが、一利

用者として利用させてもらいました。東村山でもお祭りがあり、東久留米でもお祭りがあ

りということで、公共施設が非常に混んでおりまして、やむにやまれず柳泉園をお借りし

てという経過であります。借り放題なんですね、東村山でお祭りをやっていて、東久留米

でもお祭りをやっていて、施設が借りづらい状況があるのですが、柳泉園はあいてますよ

という感じなんです。知っている人は知っていますが、知らない人は知らない。和室もあ

るし、多目的室３をお借りしたんですが、運動やダンス等の用途にも対応する施設で、本

当にもったいないなと。新たな利用者を呼び込む一つの手としては、やはり適切な形で関

係３市とのホームページのリンク、ここにもこういう施設がありますよということを広報

するというのも大事かなと思います。ホームページという観点で長期包括から少し離れま

したが、長期包括をよりよく市民に広報する意味でも、厚生施設その他の利用促進の意味

でも、ホームページの充実とあわせて、必要な人に必要な情報を届ける意味で、関係３市

とのリンクというのは重要かなと思いますので、御見解を伺います。

ホームページは以上で、長期包括に関連してですが、りゅうせんえんニュースの特別号
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を出していただきましたけれども、私はこれは１回でおしまいにせずに、毎年とは言わな

いまでも適切なタイミングで、折々こういう取り組みをしておりますということは、長期

包括に関連して適切に対応されるべきかなと。それが特別号という形なのか、あるいは通

常の発行の中で特集を組むような形なのか、これは検討があるかと思いますけれども、紙

媒体、りゅうせんえんニュースにおいての長期包括委託の内容、進捗状況等についての広

報についてはどのようにお考えかということでお聞きをします。

２点目は、財政フレームで資料を出していただきました。ありがとうございます。

それで、言い方が難しいんですが、私、残念に感じているところがありまして、平成

２８年７月８日、全員協議会がございまして、この際の関連資料が４点あったのです。そ

のうち、お金にかかわる部分が２番目と３番目、資料２と資料３ということで、資料２と

いうのは柳泉園クリーンポート長期包括委託に係る経費比較表というのがあって、３点目

というのが財政フレームということで今回出していただいたものです。資料２に当たる柳

泉園クリーンポート長期包括委託に係る経費比較表、これは財政効果が４３億５，５００万

円あるという内訳を示す表なんですね。私としては長期包括を是とした大事な資料です。

その資料の中身としては、１として、包括委託に該当する経費ということで、これは長期

包括委託にしなかった場合、長期包括委託にする項目はこのぐらいの推移であろうという

試算であって、それとあわせて長期包括委託経費というのが２表としてあって、長期包括

委託にしたらこのような経費の内訳になると。それを年度ごとに積算をしていくと、長期

包括委託をしなかった場合、約１８７億円になって、長期包括委託にすると約１４４億円

になって、従って、４３億５，５００万円のコストメリットがあるという資料だったのです。

これが御提供いただけないというのはどうかというので、この御見解を伺いたいのと、御

提供いただいた財政フレームについてもこの平成２８年７月段階の資料と見比べますと、

変わっているところがあるのです。

財政フレームのほうも結論としては４３億５，５００万円の財政メリットがあるというこ

とが、結論としては同じところにたどり着くわけですが、これは平成２８年当時のものは、

長期包括委託をした場合の負担金は幾ら、長期包括委託をしなかった場合の負担金は幾ら、

この差が結果的に４３億５，５００万円ということで、同じ数字になるということを示す資

料なのですが、今回御提供いただいた資料、変更前、変更後ということで御提供いただい

ているのですが、平成２８年当時にあった参考資料（１）包括委託を行わない場合の負担

金推移という表がなくなっているのです。ということで、今回お示しいただいた財政フ
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レームだけ見ると、平成２９年どうだったか、平成３０年どのような予算なのかというこ

とは、これはわかるのですが、長期包括委託が必要だと私は判断したわけですけれども、

それが現在進行中でどういう推移になっているのかということはわからないのです。

この２点ですね、御提供いただけなかった資料をなぜ御提供いただかなかったのかとい

うことと、平成２８年当時の財政フレームの資料と比べて変更がされている、表が丸ごと

１個なくなっている、これの取り扱いについて御説明いただければなと思います。

３点目ですが、長期包括委託の議論の際、懸念事項の一つとして技術的な対応、先ほど

の審議でも人的対応、体制の問題は少し議論になりましたが、事務局側からもマンネリ化

という言葉を使って課題の一つとしては挙げられていたところであります。私が指摘をし

ましたのは、長い経過の中で事業者任せになってしまうのではないかと。事業者が行って

いる業務について適切な点検ができるのかと、その技術的な力量をどう保持していくのか

ということを指摘をしてきたところであります。平成２９年度決算審査でございますので、

平成２９年度の中で、長期包括が始まった年でありますから、これをどういう対応、どう

いう取り組みをしたのかということで、お聞きをします。

○議長（田中のりあき） 質疑の途中ではございますが、ここで昼食休憩とさせていただ

きます。

午前１１時５７分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（田中のりあき） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

答弁からお願いいたします。

○施設管理課長（山田邦彦） それでは、厚生施設のリニューアル後の初の決算というこ

とで、リニューアルを終えた後の総括ということで御答弁させていただきたいと思います。

温水プール施設をリニューアルいたしまして、施設的に例えば腰洗い槽がなくなり、あ

と設備的には空調設備の入れかえ、またトイレの洋式化、エレベーターの設置等、利用者

の方には非常に利用しやすい施設になったのではないかなと思っております。あと、２階

に向かいますと、会議室を多目的室としまして、今まで以上に多様な利用の仕方ができる

ようになったのではないかなと思います。ただ、やはり議会のたびに御指摘いただきます

ように、まだ多目的室等は利用率が上がっていない状況もございますので、設備的には非

常にいいものを整えさせていただいたと思っておりますので、今後さらにイベントの開催
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ですとか、ホームページ、ニュース等使いまして、市民の方に、今まで柳泉園組合の厚生

施設にお越しいただいたことがない方に、またお越しいただけるようなＰＲの仕方をして

いけたらと考えております。

○技術課長（佐藤元昭） 広報の関係でお答えいたします。

りゅうせんえんニュースの特別号が昨年７月発行されて、さらなる取り組みということ

と、毎年ではなくてもいいが、折々出していただければという御要望があったかと思いま

す。現在考えておりますのは、決算が認定された後、その後に出ますりゅうせんえん

ニュースで、前年度はこういうことをやりましたということをニュースに載せて市民の皆

様方に広報したいと考えております。ですので、決算が終わった後のりゅうせんえん

ニュースには、大規模補修に関することは、１０年間の間ですが、毎年掲載させていただ

くというふうに考えております。

○総務課長（横山雄一） それでは、関係３市とのホームページのリンクについてでござ

います。

関係３市のホームページにおかれましては、東久留米市においてはスポーツ施設の枠組

みの中にリンクさせていただいておるところです。他市については、やはり市内にある施

設ではないということから、現状では難しいという回答をいただいているところでござい

ます。

もう１点、財政フレームの今回の資料の関係です。今回は平成２９年４月に開催いたし

ました臨時会のときに出した財政フレームになっております。議員が求めていたものが不

足した感があるのですが、経費比較表につきましては所管と調整いたしまして、次回以降

出させていただきたいと思っております。

○技術課長（佐藤元昭） 包括に移りまして、技術的な対応、点検、モニタリング等に関

してですが、現在、始まってから行っていることに関しましては、毎朝の朝礼、これで前

日起こったこと、本日の予定を毎朝行っております。また、月に１回、連絡調整会議とい

うのがございまして、その月の運転計画ですとか、前の月の修理箇所等の報告をいただい

ております。さらに、工事を行う場合は委託業者から申請書を出していただいて、それを

許可して工事に移るということで、チェック体制をしながら、さらに工事に関しましては

整備係が立ち会って、適切に行われているかということを現場で確認している状況でござ

います。

○３番（村山順次郎） 厚生施設に関してですが、いい施設になったなというのは、私も

３３



一部ではありますが、利用してみた感想です。プールも利用しましたが、いいプールに

なったなと感じております。一方で、問題はこのＰＲで、いい施設だということが利用し

ていただけるであろう方に届くかどうかということだと思います。

この後のホームページのこととも少しかかわるのですが、多目的室３というのをこの前

利用させていただいたと申しましたが、例えばここの椅子の数、我々柳泉園に限らず市の

施設を使う場合、やるイベントの規模から適当な大きさの場所を押さえるわけですね。そ

うすると、通常何人分ぐらいを収容する施設なのかというのが、それが３６人なのか２４

人なのかというのが大事になって、そこから選んで、あいているところから選ぶというよ

うな、借りるほうの都合とするとそういう借り方をするのですが、私が見落としている、

認識の違いかもしれないのですが、多目的室３というのが実際は椅子が２４、通常はある

のです。これは一例ですが、これがホームページ上から何席あるのかがわからないとか、

ごくごく実務上のあれこれ、そういうところも改善の余地があるのかなという印象を受け

ました。これはホームページ上での情報提供のあり方、そこで借りられる例えば備品がど

んなものがあるのか、備えつけられている設備はどんなものがあるのか。関係３市のホー

ムページを見ると一定参考になるものはあると思いますので、そこの一工夫、一手間をい

ただければというのが利用してみた感想であります。

それで、広報の話ですが、見落としておりましたが、東久留米市のホームページのほう

で、スポーツ施設というところのくくりに、柳泉園組合のリンクがあるということなので

すが、これは市議会議員なら市議会に行って言えと言われるかもしれませんが、要望した

いのは、柳泉園組合という組織はスポーツ施設だけであるわけではないのです。お尋ねし

たいのは、長期包括等の広報、周知で、東久留米市の方が出した一般廃棄物、家庭のごみ

の中間処理施設としてどうやって運営をされているのかということをより多くの市民の方

に、関係３市の方に知っていだたくと、こういうことが肝要かと、これは私の意見であり

ます。その点で、単なる施設、厚生施設がありますよというのはこれはこれで大事なので

すが、長期包括に限らず柳泉園組合の日々の取り組み、日常活動、ごみがどこに行ってど

う処理されているのか等々を含めて、関係３市の皆さんに知っていただく意味では、リン

クの張り方としてはもう一改善あるのかなというのが意見です。私は市議会議員ですので、

東久留米市にも要望はしたいと思いますが、ぜひ組合のほうからも一工夫していただけれ

ばなということであります。

これは毎年の取り組みということかと思いますが、議会のほうには前定例会で昨年度実
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施した工事の資料が提供されていて、一歩前進かなと思っておりますが、市民の皆さん、

関係３市の皆さんにお伝えをするという意味では認定後、りゅうせんえんニュースでの適

切な情報提供、これは必要なことだと思いますので、工夫をお願いしたいなと思います。

それで、財政フレームという言い方をして資料をお願いしまして、担当の方は財政フ

レームの資料を出していただいたということであります。比較表については別途御検討い

ただくということで、これはお願いをいたします。

重ねてお願いをするのですが、今回御提供いただいた財政フレームの資料、手元にある

のが平成２８年７月の全員協議会の資料との比較でしたから、そこからするとコストメ

リットがあるということが、当時はそういう説明があり、そういう資料があった。この平

成２９年度途中からスタートして、現在も実施している長期包括委託が、どういう財政効

果があるのかということが私の関心なのです。そう考えると、提供いただいた資料という

のは、わかることもあるのですが、わからないこともあるのです。その意味でいうと、か

つて平成２８年度段階ではあった情報がここからなくなっている。情報の取り扱い、難し

さがあるのだろうと思います。当時の試算をいつまで載せ続けるのかという難しさはある

のだろうと推察しますが、議員も２年ごとに入れかわりがございますので、当時の資料と

比較としてどうなのかというところがわかるようにお示しいただかないと変な誤解も生み

ますので、この財政フレームの毎年の資料の出し方、私は、平成２８年度段階での資料と

見比べていただいて、不足している部分は追加をして、これも経費比較表とあわせて次回

までで結構ですから出し直していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

最後に、技術的対応のところですけれども、突っ込んでお聞きしますが、私は柳泉園組

合の役割として安全・安心であるということがまず第一だろうと。と同時に、安定的な運

転、安定的な処理ということも軽視してはいけないと思っています。それで、かつてもあ

りましたし、現在もあるかもしれませんが、その時その時にどういう工事をするべきか、

あるいはその工事を先に送るべきかという技術的な判断というのが多分、委託事業者には

日々求められているのだろうと思うのですね。それが適切であれば、安全・安心でかつ安

定的な操業運転ができるという結果が得られるのだろうと思うのですが、仮にリスクはあ

るけれども、この工事は少し先に送ろうという判断を委託事業者がしたときに、それが適

切かどうかというチェック、これを私は柳泉園組合で適切にやっていただきたいなと思う

のですが、これはチェックする仕組みになっているのでしょうか。チェックする権限はあ

るが、チェックしていないのか、チェックする仕組みになっていてチェックしているのか、
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幾つかあると思うのですが、今言った点で安定的な運転。以前から、部品があったので事

なきを得たけれども、手持ちの部品がなかったらストップしていたかもしれないみたいな

事例も時々、１年に１回、２年に１回ぐらいのペースで、ヒヤリ・ハット事例で実際とま

らなかったものの、かなり際どかったという例も過去あったように思いますので、そうい

うコミュニケーション、チェックという部類のものなのかどうかわかりませんけれども、

そういう対応、点検をされているのかどうかお聞きします。

○総務課長（横山雄一） それでは、財政フレームの資料についてでございます。

こちらにつきましては大変申しわけございませんでした。 当初出したもので担当課と

調整いたしまして、次回以降出させていただければと思いますので、よろしくお願いいた

します。

○技術課長（佐藤元昭） 今、御質問のチェックの関係でございますが、先ほど答弁で漏

らしてしまったのですが、毎日朝礼の後、委託業者と技術職、ＢＴやＥＴも含めて毎朝い

ろいろ調整しております。そのほかに何かふぐあいな場所があったときには、委託業者が

勝手に工事をするわけではなくて、うちの職員と調整しながら、これは先にやったほうが

いいとか、後にやったほうがいいということを常に協議しながら行っておりますので、向

こうが勝手に判断して、それは後でよかったのではないのとか、先にやってもらったほう

がよかったということがないように、きちんと安心・安全に運転できるような対応をして

おります。

○３番（村山順次郎） 資料のほうはよろしくお願いします。

あとはチェックというか、協議という言葉でしたけれども、このところは具体的に私の

ほうから何か方向性を提案するところがあるわけではないのですけれども、結果的に柳泉

園組合クリーンポートが安定的に操業運転できるということを確保するために、ぜひコ

ミュニケーションをしっかりとりながら進めていっていただきたいなと思います。

○議長（田中のりあき） ほかに質疑のある方は。

○４番（後藤ゆう子） それでは、大きく３点お伺いいたします。

まず、１点目が歳入です。８、９ページにある資源回収物売払についてお尋ねいたしま

す。アルミ、スチール、ペットボトル、それから古紙・布類等々、価格が備考に書いてあ

るのですけれども、大きくお伺いしたいのは、何年か前の施政方針でも資源物の売り払い

量が不透明であるという記述もあったのですが、これも回収量からするとスチールとアル

ミの価格が随分違うようなのですが、全体的に今資源物の相場というか、そういうものが
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どうなっているのかというのをお伺いいたします。

２点目が、１１ページの電力売払なんですけれども、これは発電量とそれから買い取り

価格の関係ですが、発電量がどうだったのか、また買い取り価格は昨年と同様だったのか

という、電力売払に関してのこの１年のまとめみたいなものをお伺いいたします。

それから、事務報告の１０ページです。労働安全衛生委員会に関すること、これは恐ら

く従業員の方の労働安全のことなのかと思うのですが、少し細かいことですけれども、例

えば４月１２日のところに、「パトロール（工場棟屋上～５階）の指摘事項について」。

偶数月にはパトロールの指摘事項についてというのが全部あるのですが、具体的に指摘事

項というのはどのようなものなのか、それについて隔月でパトロールして翌月はというふ

うになっているので、この指摘事項について、もう少し詳しくお尋ねいたします。

以上３点、まずお願いいたします。

○資源推進課長（濱野和也） それでは、議員の第１点目の資源回収物について答弁させ

ていただきます。

資源回収物の中で特に大きな割合を占めていますのが、アルミ缶、スチール缶、ペット

ボトルとなっております。決算書には平成２９年度の年度における決算額が記されてござ

いますが、これを例えば１年前の平成２８年度と比較いたしますと、アルミ缶におきまし

ては約１，７００万円の増、スチール缶プレスにおきましては約３５０万円の増、ただし、

ペットボトルにおきましては逆に３８０万円程度減となっております。この辺はあくまで

年間の歳入額ではございますが、それぞれの項目、資源物におきましては、年４回ほど入

札を実施しております。四半期ごと、３カ月に１回入札を行っております。その結果、平

成２９年度におきましては、アルミ缶プレスにおきましては価格が第１回目ということで

４月からの契約になるわけですが、１回目から２回目にかけては額が減り、次が上がり、

減りという形で、この辺は経済情勢などいろいろそのようなもので入札の価格が変わって

いるという気がいたします。次に、スチール缶プレスにおきましては、１回目から４回目

におきましては、額がこれは徐々にではありますが、上がっております。ペットボトルに

おきましては、１回目から２回目におきましては上昇しましたが、２回目、３回目以降は

若干の数円単位でございますが、単価的には下がっているという形で、これはそのとき、

結局１年間、年間契約をするのではなくて、そのときの社会情勢を見ながら、経済情勢を

見ながらということで３カ月に１回の入札をして、現在に至っているところでございます。

○技術課長（佐藤元昭） 電力の関係でございますが、昨年度と比較いたしまして、発電
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電力量に関しましてはほぼ一緒、１％ほど発電量はふえておるのですが、売り払い単価が

平成２６年をピークにだんだん下がっております。これは原発の関係でございまして、だ

んだん金額が下がってきておりまして、平成２６年のピークと比べると単価として半額ぐ

らいに下がっているということで、平成２９年度の売り払い金額に関してはこのような結

果になったというものでございます。

○総務課長（横山雄一） 労働安全衛生委員会の指摘事項についてでございます。

昨年度において指摘事項は特にございませんでした。ただ、過去には指摘事項はござい

ました。例えば、作業する通路に物が置いてあったりしたときですとか、整理整頓するよ

うにとか、そのような安全衛生上何か問題がある点に関して、委員からの指摘を受けたこ

とはございます。指摘を受けた場合なのですが、当組合として適切に対策を講じている状

況でございます。

○４番（後藤ゆう子） 御答弁ありがとうございました。

資源回収物の売り払いのことはよくわかりました。社会情勢が変わることから、３カ月

ごとの入札というのは私もそれでいいのかなと思っています。これは私の意見で、電力の

こと、平成２６年をピークに売り払い価格が半額になっているということもわかりました。

それで、お尋ねしたいのは、私はごみの減量に賛成の立場で、できるだけ減ればいいと

思っているのですけれども、ごみの量が減ると当然ながら発電量も減って、生ごみなどの

濡れたものを燃やすためにどんどん燃料を入れているのではないかという市民の人からの

御指摘で、だからごみの量はあったほうがいいのではないかと言われることもあるのです

けれども、実際に生ごみのような濡れたものとか、ごみ量が少ないときに燃焼させるのに

何を使っているのかというのを市民の方にもわかりやすいように御説明いただきたいとい

うのが１点です。

それと前後してしまったのですが、ペットボトルの件なんですけれども、６月ぐらいか

ら海洋マイクロプラスチックの問題が盛んに報道されるようになって、プラスチックのご

みを減らしていこうという社会的な大きな広がりになっている中で、ペットボトルも減ら

したほうがいいのではないかという声も大きいんですけれども、ストローも、ウミガメの

鼻にストローが刺さっている映像が何度も流れることによって、プラスチックの使い捨て

ストローをやめようみたいな動きがあるのですが、同時に中国が国内のごみも多くなり、

環境も破壊するということもあって、海外からプラスチックのごみをもう輸入しない、輸

出させないということになって、ほかにも東南アジアでもそういう動きが広まっている中、
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日本国内に多くのペットボトルを含むプラスチックごみがあるというところで、これから

ペットボトルなどのプラスチックのごみの処理に非常に費用がかかるのではないかという

懸念もあるのですけれども、柳泉園ではこのペットボトルはどうなっているのかというの

を、今まだ何も考えていらっしゃらないのかもしれないのですが、このペットボトルにつ

いてどういう見解を持っているのかということと、１１ページにあるペットボトル有償入

札拠出金、これは量で決まるのか、これもたまたまなのか、売り払い金額とほぼ同額なん

ですけれども、これというのはたくさん出せば入ってくるのか、これについてもう少し詳

しく教えてください。

３点目の労働安全衛生委員会の指摘事項についてはわかりました。今年度はなくて、過

去には作業通路に物があったという指摘を受けて、適正に対応したということはわかりま

したので、３点目に関しては結構ですので、２点御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（田中のりあき） 暫時休憩いたします。

午後 １時２６分 休憩

午後 １時２７分 再開

○議長（田中のりあき） 会議を再開いたします。

○技術課長（佐藤元昭） ただいま御質問がありました可燃ごみの量が減ったときという

ことで、関係３市いろいろ努力をされて、ごみの減量化に取り組んでいるところでござい

ます。ただ、発電だけを考えれば、やはりごみが多いほうが、通常は２炉運転していると

ころを３炉運転して売電するということでは効果はありますが、今３市が取り組んでいる

ことに逆行することになります。

ごみが少ないときの対応なのですが、こちらは搬入されたごみをすぐ焼却炉の中には投

入しないで、攪拌して積みかえをして、ごみをあけるピットというのがあるのですが、そ

れを大まかに右と左に分けて、例えば今週は右のほうにごみを攪拌したものを積んで水を

切らせる。それで、攪拌することによってごみの均一化が図れて、水分も抜けることに

よって安定した焼却にできるということで、おおよそピット内右左で３日から１週間程度

積みかえをしながらごみを燃やしていくということで、通常ですとごみだけで焼却するこ

とができております。ただ、梅雨場ですとか夏場の水分の多いごみが多いときに関しまし

ては、やはり全て助燃剤がなく燃やせるかというとそういうことはありません。たまに都

市ガスを使用して、燃焼状態を保ってダイオキシン類の抑制をするために、焼却炉内
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８５０度Ｃ以上を保てるような運転をしているというのが現状でございます。

○資源推進課長（濱野和也） ペットボトルに関してなのですが、実際、ペットボトルは

関係３市で資源物ということで回収をいたしまして、柳泉園組合に搬入されます。リサイ

クルセンターでは搬入されましたペットボトルから夾雑物、要は資源化できないものを取

り除いた後にプレスした後、契約業者に売り払いをしているという状況でございます。で

すので、柳泉園としては中間処理施設ですので、搬入されたそのようなペットボトルを適

正に処理をするという役割であるため、量的なものは今後、関係市のほうで何らかの対応

をしていただくことになるのかなという感じがいたします。

それと、決算書に載っていますペットボトル有償入札拠出金等ということなのですが、

これは午前中のときに容器包装リサイクル協会という言葉が出ましたが、そこに一部搬出

をしてございます。大体全体の１０％ぐらいを搬出することによって、協会で入札等をし

て業者を決めた後、年３回ほどに分けて柳泉園組合の歳入ということで金額が出てきてい

ます。ですので、それはあくまで法人対応ということで協会で入札をして、それで最終的

に契約をして、年間これだけの金額が柳泉園に入りますという報告でこちらの計算額に計

上されてございます。もう１つの残りの９０％に関しましては柳泉園組合で、先ほど申し

上げましたが年４回入札を行いまして、その金額の計上がこちらの決算書に記載されてい

るという状況になってございます。

○４番（後藤ゆう子） 御答弁ありがとうございました。

ペットボトルは各市で回収しているということで、柳泉園としては適正処理をするとい

うことでわかりました。では、これはまた市議会のほうでも問題提起させていただきたい

と思います。

それから、大体は適正にそうやってピット内で分けていただいて、水気を切っていただ

いていることで普通に焼却できるということがわかりました。市民の方では結構な人数の

方が、ごみの量が減ったり水分が多いごみは、重油を入れて燃やしているのだということ

をあちこちでおっしゃっているのを聞くことがあるのですけれども、柳泉園では梅雨どき

に都市ガスを使って適正な高温に保つということがわかりましたので、これで質問を終わ

ります。

○議長（田中のりあき） ほかに質疑はございますか。

○７番（深沢まさ子） 大きく分けて２点お伺いしたいのですが、１点は決算書の１ペー

ジのところで、歳入予算現額と歳入決算額を比較しますと、増加傾向になっているのです
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ね。先ほどからの説明をお聞きしていますと、ごみ処理手数料だとか資源売り払いの関係

で増要因になっているということですが、これはごみの搬入量が増加しているということ

なのでしょうか。どのように分析をされているのかを１点お伺いしたいのと、あともう１

つは起債の関係なのですが、先ほど公債費のところで平成１３年度の起債の部分で完済が

あったことが公債費の減額要因の主なものだというお話がありましたけれども、償還表が

財産に関する調書のところで５８ページに出ておりますけれども、これでいきますとまだ

償還が終了していない起債の部分が残っているわけですが、今後リサイクルセンターの老

朽化も相まって大規模改修などをしていく際に、今回も決算の剰余の部分は環境整備基金

のほうにも積み立てをして今後に備えていくということにもなっていくんだと思うのです

が、この基金の積み立てとの関係でこのリサイクルセンターなどの今後の改修についての

起債の充当をどのように考えているのか、今後、この起債率との関係で減少傾向にあるの

か、また基金との積み立てということにも関連すると思うのですけれども、一定程度、今

後その補修が必要になった時点で、ある程度の起債も起こしてやっていくという見通しを

持っているのか、その点について２点お伺いしたいと思います。

○総務課長（横山雄一） まず１点目、歳入決算額の増加についてでございます。

予算額に比べて増加しているところでございますが、その主な内容につきましては、ご

み処理手数料の増加及び諸収入の資源回収物、回収鉄、電力売り払いの増加が主な要因と

なってございます。

２点目の起債充当に関連してなのですが、現在では起債の償還が平成３４年度には全て

終わる予定となっております。ただ、今後、粗大ごみ処理施設、リサイクルセンターなど

更新の時期がいずれやってまいりますので、そうしたときには起債で対応できるものは起

債、補助金で対応できる財源を見つけまして、なるべく一般財源を使わないようにしてい

きたいというところで、基金等もなるべく多く今後積んでいければと思っております。

○７番（深沢まさ子） ごみ処理手数料の増加が歳入の要因だということは、先ほどから

説明をいただいているのですが、それが結果的にはごみ搬入量がふえているのかどうかと

いう分析をされているのかどうかということをお聞きしたかったのですが、事務報告書の

中でも１８ページ、１９ページのところで、ごみ処理状況などが平成２８年と２９年の比

較であるわけですが、全体的に見ますと２９ページのところには可燃ごみの搬入量の推移

というのもあって、平成２０年から２９年までの比較も出ており、可燃ごみに関していえ

ば、減少傾向にあるのかなとは思うのですが、不燃ごみについては横ばい、あるいは平成
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２８年と２９年を比較すると若干増傾向になっているようにも統計から見られるわけです

が、不燃ごみのほうがふえているということにも関係しているのかもしれないのですが、

搬入量の総量のところで公車・私車という形で統計別にも出ているのですが、清瀬市を例

にとってみますと、私車の搬入が人口の割合からすると、平成２８年度と２９年度を比較

しても１４．６％と結構増傾向にあるかなと思っているのですね、総量の関係で。この辺が

不燃ごみが増加傾向にある要因にもなっているのかなという感じもしているのですが、ひ

いてはなかなか分別が徹底されていなくて、本来は資源で排出できるものが不燃ごみとい

う形で一緒くたになって搬入をされている傾向があるのか、その辺について、私車の搬入

もここ近年ふえてきている状況にあるのかどうかも含めて、分析があればぜひ御答弁いた

だきたいと思います。

起債についての考え方はわかりました。今後、さまざまな補修など出てくるかと思いま

すけれども、活用できる補助金があるようでしたらそれは活用していただいて、計画的な

基金の積み立てというのも必要だと思いますけれども、税金ですから収入でいただいたも

のについては極力積み立てるという、一定の積み立てがやはり必要だとは思いますけれど

も、そこは何もかも積み立てるということではなくて、適正に積み立ても行いながら補助

金も活用して、次世代の後年度負担ということも考えて、公債費比率との関係も見る中で、

適切な起債を起こしていただきたいと思いますので、これは要望です。

○総務課長（横山雄一） それでは、まず最初に、ごみ処理手数料の関係なのですが、こ

ちらにつきましては私車から取っているごみ処理手数料になりますので、先ほど事務報告

書をごらんいただいていたかと思うのですが、全体的な量は減っているのですが、私車は

かなりふえている傾向になってございます。その関係で当初予算を立てたよりも、実際、

最終的には私車のごみ処理手数料が増額となったことが要因となっております。

○資源推進課長（濱野和也） こちらの事務報告にあります搬入量（総量）というところ

には、公車・私車とございますが、この私車という言い方なんですが、２つに分けること

ができます。というのは、事業系ですね、会社関係の私車という言い方もございますし、

それぞれの御自宅から出たごみを直接自家用車を使ったり、レンタカーを使ってごみを持

ち込む一般市民の方もいらっしゃいます。そのような場合も私車という言い方をしていま

すので、この私車には今の２種類のごみの持ち込みということで数字が計上されているわ

けなのですが、その中で総量に関しては、可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみということで記

載されてございます。可燃ごみに関しましては、これは事業系の可燃ごみも私車という名
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称の中に数字として記載されてございます。ですが、逆に不燃ごみと粗大ごみの私車とい

うのは、先ほど２種類ほど持ち込みの方法があると申し上げましたが、あくまで一般市民

の方が持ち込んだごみの量ということで、事業系、会社関係の不燃及び粗大ごみの搬入は、

この数字には入ってございません。持ち込みはできないということですので、御理解いた

だければと思います。

○７番（深沢まさ子） 可燃ごみの私車のところには事業系のごみも入っているというこ

とでしたけれども、ということは社会情勢が景気が回復していると私は思えていないので

すが、そういう傾向になるとやはりごみもふえる傾向があるということも言われている中

で、一般の御家庭というよりは、可燃ごみは事業系のごみのほうがふえているという分析

をされているということでしょうかね。粗大ごみと不燃ごみについては、私車の場合につ

いては一般家庭のごみ、一般家庭からの排出量という状況になっているというお話でした

けれども、柳泉園に持ち込みをできるということが周知されており、排出が市民の皆さん

にとって利便があるという中で、一定進むということもよいことかもしれないのですけれ

ども、本来リサイクルできるようなものまで持ち込みが簡単にできるからという状況の中

でごみがふえていくというのは本末転倒かなという感じもいたしますので、その辺は私車

での搬入がどの程度、どのようなものがふえているのかというのも分析をしていただいた

上で、ごみの排出量を抑制していくという資源化の取り組みも環境面からというところで

も進めていただきたいと思いますので、これについては今後も分析をしていただいて、各

行政区のところでも分別を徹底していただくということも含めて周知をしていただければ

と思います。

○議長（田中のりあき） ほかに質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 以上をもちまして議案第９号、平成２９年度柳泉園組合一般会

計歳入歳出決算認定の質疑を終結いたします。

これより議案第９号、平成２９年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定に対する討論

をお受けいたします。討論はほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 以上をもちまして討論を終結いたします。

これより議案第９号、平成２９年度柳泉園組合一般会計歳入歳出決算認定を採決いたし

ます。
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原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（田中のりあき） 挙手全員であります。よって、議案第９号、平成２９年度柳泉

園組合一般会計歳入歳出決算認定は、原案のとおり認定をされました。

○議長（田中のりあき） 次に、「日程第７、報告第２号、継続費精算報告書について」

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○管理者（並木克巳） 報告第２号、継続費精算報告書について御説明申し上げます。

本報告は、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により、継続年度が終了いたしま

したので報告するものでございます。

詳細につきましては事務局より御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（田中のりあき） 補足説明を求めます。

○総務課長（横山雄一） それでは、補足説明を申し上げます。

１枚おめくりいただいて、継続費精算報告書をごらんください。

こちらは３カ年の継続費で行っておりましたクリーンポートプラント制御用電算システ

ム整備工事が終了いたしましたので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により、

議会に報告するものでございます。当初予定の全体計画どおり実施され、実績も同額と

なっております。無事、工事は完了しております。

補足説明は以上でございます。

○議長（田中のりあき） 以上で提案理由及び説明が終わりました。

これより質疑をお受けいたします。質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 質疑はないようですので、以上をもちまして報告第２号、継続

費精算報告書についての質疑を終結いたします。

お諮りいたします。議長のもとに陳情１件を受理しております。この際、日程を追加し、

陳情を廃棄物等処理問題特別委員会に付託することと決したいと思いますが、これに御異

議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 御異議なしと認めます。よって、廃棄物等処理問題特別委員会
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に付託することに決しました。

○議長（田中のりあき） 「追加日程第１、廃棄物等処理問題特別委員会付託の件及び追

加日程第２、廃棄物等処理問題特別委員会報告」を新たに議題に加えます。これに御異議

ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 御異議なしと認めます。

追加日程第１、廃棄物等処理問題特別委員会付託の件、陳情第６号「クリーンポート長

期包括運営管理事業について、大規模改修の必要性、調査確認をどのように行ったのか、

工事内容に基づく工事代金の予算立てを明らかにすることを求める陳情」を議題といたし

ます。

お諮りいたします。ただいまの陳情第６号につきましては、廃棄物等処理問題特別委員

会に付託することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 御異議なしと認めます。よって、陳情第６号につきましては、

廃棄物等処理問題特別委員会に付託することに決しました。

ここで暫時休憩といたします。

午後 １時４９分 休憩

午後 ２時２０分 再開

○議長（田中のりあき） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

○議長（田中のりあき） 「追加日程第２、廃棄物等処理問題特別委員会報告」を行いま

す。

陳情第６号、クリーンポート長期包括運営管理事業について、大規模改修の必要性、調

査確認をどのように行ったのか、工事内容に基づく工事代金の予算立てを明らかにするこ

とを求める陳情について、委員長の報告を求めます。

○委員長（小山實） 議長より指名がありましたので、廃棄物等処理問題特別委員会報告

をいたします。

付託されました陳情第６号、クリーンポート長期包括運営管理事業について、大規模改
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修の必要性、調査確認をどのように行ったのか、工事内容に基づく工事代金の予算立てを

明らかにすることを求める陳情については、慎重に審査をした結果、賛成なしで不採択と

なりました。

以上で廃棄物等処理問題特別委員会の審査報告を終わります。

○議長（田中のりあき） 報告が終わりました。

それでは、陳情第６号、クリーンポート長期包括運営管理事業について、大規模改修の

必要性、調査確認をどのように行ったのか、工事内容に基づく工事代金の予算立てを明ら

かにすることを求める陳情を議題といたします。

これより陳情第６号に対する質疑をお受けいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 以上をもって質疑を終結いたします。

これより討論をお受けいたします。討論につきましては、委員長報告は不採択でありま

すので、まず、本陳情を不採択とすることに反対の方の討論をお受けいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 次に、原案に賛成の方の討論をお受けいたします。

○７番（深沢まさ子） 陳情第６号、クリーンポート長期包括運営管理事業について、大

規模改修の必要性、調査確認をどのように行ったのか、工事内容に基づく工事代金の予算

立てを明らかにすることを求める陳情を不採択とすることに賛成の立場から討論を行いま

す。

先ほどからの廃棄物等処理問題特別委員会での審議を通じて、陳情者が提出をしている

３点の項目、工事の必要性の調査、調査を踏まえた工事内容の特定、工事内容を踏まえた

計画予算の策定が行われていない中で長期包括契約が行われたのではないかという懸念が

ある、これについて明らかにしてほしいという趣旨の陳情については、平成２５年２月、

第１回定例会で、大規模改修の必要性を検討するということが議会の中で提示され、その

後、平成２６年１１月の第４回定例会で、１５年をめどにクリーンポートについては延命

化をし、３０年程度延長する。そして、その施設更新と比べて経費がかからない包括的な

契約として、現焼却炉を稼動しながらの大規模改修を行うこととしたいという趣旨の議題

が、定例会の中でも議論がされたということが確認できました。そして、平成２８年第３

回定例会では、工事の内訳を要求水準書という形で提示もあり、財政的なメリットがある

ということで、長期包括運営管理業務については包括委託をしていくという審議が行われ
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たという中で、陳情者が提出をしている趣旨の理由の３点については、この間の定例議会

の中身も見ましても、この工事内容が必要だということは明らかになりましたので、これ

については賛成をしかねると思います。

ただ、市民に対しての説明責任という形では、この間、柳泉園組合としても御努力をし、

りゅうせんえんニュースとして昨年の７月号で特別号として周知、広報をしているわけで

すが、これに限らず、今後の進捗状況も含めて、市民の方に対して適切な形でホームペー

ジ、りゅうせんえんニュース、また来庁した際に市民に対して丁寧な説明責任を果たして

いくこと、そして、開示のできる資料については市民に開示をしていくということもあわ

せて要望をさせていただいて、討論としたいと思います。

○議長（田中のりあき） ほかに討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（田中のりあき） 以上をもって討論を終結いたします。

これより採決を行います。陳情第６号、クリーンポート長期包括運営管理事業について、

大規模改修の必要性、調査確認をどのように行ったのか、工事内容に基づく工事代金の予

算立てを明らかにすることを求める陳情について、委員長報告は不採択でございます。本

陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（田中のりあき） 挙手なしでございます。よって、陳情第６号、クリーンポート

長期包括運営管理事業について、大規模改修の必要性、調査確認をどのように行ったのか、

工事内容に基づく工事代金の予算立てを明らかにすることを求める陳情は不採択とするこ

とに決しました。

以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしました。

これをもちまして平成３０年第４回柳泉園組合議会定例会を閉会といたします。

午後 ２時２７分 閉会

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。
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柳泉園組合議会議長 田 中 のりあき

議 員 佐 藤 一 郎

議 員 村 山 順次郎
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